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はじめに・・・・

●登録の際に必要となる添付資料（必要となる添付ファイル）
・別表１〜３（分別解体等の計画等）の中で、いずれか該当する工事のもの
・委任状（代理申請の場合）
・工程表
・設計図又は写真

届出書（様式第一号）を「しまね電子サービス」により作成します。
下記の資料は、添付資料としてシステムにファイル登録をする必要があります。
申請を始める前にあらかじめ添付資料（添付ファイル）を作成してください。
なお、変更届出書（様式第二号）の作成はシステム対応しておりませんので、従来どおり
紙ベースによる届出を行ってください。

※登録漏れ防止のため、添付資料ごとに１ファイルで登録をしていただきます。
あらかじめ添付資料毎にファイルを分けて作成をお願いします。

※別表１〜３（分別解体等の計画等）の様式は、下記のホームページに掲載
していますのでダウンロードしてご利用ください。

ＵＲＬ：https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/recycle/yousiki2.html
※添付ファイル形式は下記のものに限りますのでご注意ください。

・png, jpg, jpeg, gif, heif, heic, pdf, docx, xlsx, pptx
（xdwやzipなどのファイルは登録できませんのでご了承ください）
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１．届出の手順について
（１）島根県のホームページから該当する届出窓口を選んでクリックしてください。
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（中略）
・
・
・



１．届出の手順について
（２）「ログインして申請に進む」をクリックしてください。
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【参 考】
「アカウント登録せずにメールで申請」を選択して申請するこ
とも可能ですが、一時保存や申請履歴の確認などの一部機能が
使用できません。
「新規登録またはログインして申請」から申請することを推奨
します。



１．届出の手順について
（３）初回はアカウントの作成が必要です。画面に従いアカウントの作成をお願いします。

アカウントを作成したら、メールアドレス、パスワードを入力してログインします。

※初回は、アカウントの作成が必要。
「新規アカウント登録」をクリックして、
画面に従いアカウントを作成する。

※詳細は下記ホームページを参照。
https://graffer.jp/faq/wh3fgw 6
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１．届出の手順について
（４）「利用規約に同意する」をチェックして、「申請に進む」をクリックしてください。
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１．届出の手順について
（５）画面に従って、各項目を入力してください。

各項目を入力したら、「次へ進む」をクリックして次の入力フォームへ進んでください。

（中略）
・
・
・
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１．届出の手順について
（６）添付ファイルは「ファイルを選択・・・」をクリックして事前に準備したファイルを登録してください。
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１．届出の手順について
（７）入力内容を確認して、修正箇所があれば「編集」をクリックして修正してください。

修正等がなければ、「この内容で申請する」をクリックして申請を行います。

（中略）・
・
・
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１．届出の手順について
（８）以上で、届出が完了しました。

登録したアドレスに下のような届出完了の通知メールが送付されますのでご確認ください。

【通知メールの例】
【参 考】
申請完了直後に、申請の内容を確認す
る場合は、「申請内容こちら（申請詳
細）」をクリックしてください。

【参 考】
申請以後は、上記の通知メールのURL
から申請の内容を確認することが可能
です。
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２．交付物（届出シール等）の交付について
（１）処理が完了した場合、以下のようなメールが届きます。

ＵＲＬにアクセスを行ってください。
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２．交付物（届出シール等）の交付について
（２）対応ステータスが「完了」になっていますので「交付物」をクリックして添付されている資料をダウン

ロードしてください。
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２．交付物（届出シール等）の交付について
（３）届出済シールについては印刷して、現場の見やすい箇所に掲示してください。

【交付物（届出済シール等】の例

【備 考】
届出済シールについては、印刷して、現場
の見やすい箇所に掲示してください。
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